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＜事業スキーム＞

保障措置環境分析調査事業

【目的】

○ 国際原子力機関（IAEA）は、保障措置の強化・効率化のため、未申告

の核物質及び原子力活動がないことの確認等を目的とした「環境試料

分析」を保障措置手法として取り入れています。

○ 査察等の際に採取された環境試料は、IAEAや世界各地のIAEAネット

ワークラボ※に持ち込まれ、平和利用以外の核物質の取扱い等がない

か、痕跡の分析が行われています。

【内容】

○ IAEAネットワークラボとして、IAEAが我が国を含む世界各地での査

察等の際に採取した環境試料の分析への協力を行うなど、引き続き

IAEAの保障措置活動への貢献を通じて、我が国としての核燃料物質の

分析技術の維持・高度化を図ってまいります。

○ なお、その分析技術の高度化により、万が一、IAEAに、我が国への査

察等において疑義をかけられた際にも、迅速な反証手段の確保の備え

となります。

令和７年度要求額５．５億円（３．７億円） 令和５年度補正 １．２億円

【ネットワークラボ（国際貢献）、反証能力の確保】

※IAEAネットワークラボ

IAEAが実施する環境試料分析の代行機関として認定を受けた分析所。

世界各地のラボとネットワークを組むことにより、IAEAは多量の試料

分析を行うことが可能となります。

放射線防護企画課 保障措置室

民間団体等
委託

国

○ネットワークラボ：９カ国、２機関
アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、オーストラリア
、ブラジル、韓国、中国、日本 →９カ国
EU、IAEA →２機関

【我が国の分析協力数】
平成２６年度 ４９件
平成２７年度 ５０件
平成２８年度 ５３件
平成２９年度 ５６件
平成３０年度 ５８件
令和元年度 ５１件
令和２年度 ５０件
令和３年度 ５９件
令和４年度 ５５件
令和５年度 ４６件

我が国を含む
世界中の原子力施設等

IAEAが査察時等に
環境サンプリングを実施
IAEAが査察時等に

環境サンプリングを実施

(約900試料/年)

IAEA保障措置分析所
(ウィーン郊外)

我が国の原子力施設等に
対する疑義が発生

ネットワークラボ

保障措置分析所
(CLEAR)

分析技術の
維持・向上

新規分析手法
の高度化等

ネットワークラボにおける分析協力を通じ
、保障措置環境分析技術の維持・向上を
図り、疑義が生じた場合に備える。

ネットワークラボにおける分析協力を通じ
、保障措置環境分析技術の維持・向上を
図り、疑義が生じた場合に備える。

我が国の保障措置環境分析機関

IAEA本部
(ウィーン)

環境サンプル分析協力
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大型混合酸化物燃料加工施設保障措置試験研究事業

【背景】

○日本原燃株式会社が現在建設中の大型MOX燃料加工施設については、

日・IAEA保障措置協定に基づく保障措置を実施するため、当該施設の核

物質が核兵器等に転用されていないことを確認するための保障措置機器

及び評価システムを、建設工事の進捗状況に合わせて順次導入すること

が必要です。

【内容】

○大型MOX燃料加工施設では、大量のバルク（粉体及びペレット）核燃

料物質が取り扱われるため、本施設に特化した核燃料物質の在庫量や移

動量を自動及び非破壊で測定・評価する装置・システムを開発・導入し

ます。

○建設工事の進捗状況に合わせて、これまでに開発した機器等が所期の

能力に達することができるように、適切な据付・調整に入ります。

令和７年度要求額９．９億円（３．1億円）
放射線防護企画課 保障措置室

民間団体等
委託

国

○令和７年度における実施予定内容
①保障措置機器架台の製作・据付等

(AMGB,IPCA,AVIS,,FRVS,NMGM等）
②保障措置機器の性能確認試験及び輸入移送等

（IPCA,AVIS,AFAS)

①

FRVS

①①②

①②

①②

DIPD、NMGM2等
（放射線モニタ）

①

AVIS

サンプル測定機器

AFAS燃料集合体
測定装置

IPCA AMGB

MOX原料粉末貯蔵
容器測定機器

搬送容器測定機器

燃料棒測定機器



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞
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国際原子力機関保障措置拠出金

【目的】

○ 核不拡散条約（NPT）及び国際原子力機関（IAEA）との保障措置協定等に基づ

き、協定締約国はIAEAの保障措置を受け入れる義務があります。

○ その上で、日本国内で原子力活動を円滑に実施していくためには、我が国にお

いて国際約束に基づく保障措置を円滑に実施し、IAEAから継続して拡大結論

を得る必要があります。

○このため、本事業を通じて、保障措置実施に係る最新の知見や情報を獲得しつ

つ、我が国の原子力活動の前提となる国内の保障措置活動を継続的に向上させ、

IAEAによる拡大結論の導出に貢献します。

【内容】

○IAEAに対する拠出金・専門家の派遣等を通じ、IAEAにおける保障措置の高度化

や普及、国際核不拡散体制への構築等に係る以下の活動に参画・支援します。

• 従来の手法による保障措置が十分に実施できていない東京電力福島第一原

子力発電所の保障措置活動の回復を目的として、廃炉に向けた工程にあわ

せた保障措置手法の開発

• 核燃料サイクル施設を有する我が国の多種多様な施設の経験を活かした、

IAEA査察官等に対する保障措置活動の実施に係る研修

• IAEAによる保障措置手法の高度化のための統計的評価方法の構築

• 核不拡散上重要な原子力新興国の保障措置関係者への保障措置活動能力向

上に係る研修

• その他、IAEAに対する保障措置技術支援 等

令和７年度要求額１．８億円（１．３億円）
放射線防護企画課 保障措置室

国際原子力機関
拠出

国

日 本

我が国の保障措置経験を踏まえ国際核不拡散体制に貢献しつつ、
我が国における円滑な保障措置活動の実施により、

IAEAによる拡大結論の導出に貢献

• 拠出金の提供
• 保障措置の高度化や普及に係る
活動への参画・専門家の派遣
• 福島第一原子力発電所にお
ける保障措置活動の回復

• 我が国の知見を活かした、
IAEA査察官等に対する研修

• 統計的評価方法の構築
• 核不拡散上重要な原子力新
興国の保障措置関係者に対
する研修

• その他IAEAに対する保障措
置技術支援 等

• 保障措置の高度化や新
たな手法に関する最新
の知見や情報の獲得

• 我が国における円滑な
保障措置活動の実施

※拡大結論

申告された核物質について平和的な原子力活動から
の転用の兆候が見られないこと、及び、未申告の核物質
及び活動の兆候が見られないことを根拠として、全ての
核物質が平和的活動にとどまっているとの評価。
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＜事業スキーム＞

放射性廃棄物の処分・放射性物質の輸送等の規制基準整備事業

○原子力施設等の安全性を高めていくためには、我が国の規制基準につ

いて、国際原子力機関（IAEA）の安全基準（Safety Standards）を

把握し、それらとの整合を図りながら検討を進めることが重要です。

○本事業では、放射性物質の輸送、放射性廃棄物の処分、使用済燃料の

貯蔵、原子力施設の廃止措置等を対象として、IAEAにおける国際的議

論及びそれに基づくIAEA安全基準の策定・改定の状況を把握し、国内

規制基準等の策定及び定期的な見直し・改定に反映するための情報提

供を行います。

○これらの情報提供の際に必要な場合は、調査等による情報収集の他、

解析等による確認を行います。

○放射性物質の輸送についてはIAEAの輸送安全基準委員会(TRANSSC)、

放射性廃棄物の処分、使用済燃料の貯蔵、原子力施設の廃止措置等に

ついては、廃棄物安全基準委員会（WASSC）に参画し、IAEA安全基

準の策定、定期的な見直し・改定作業に協力します。

○ IAEAのTRANSSC、WASSC下に設けられた、個別課題のワーキンググ

ループに参画し、我が国の知見を提供します。

○ IAEA TRANSSC、WASSC所掌の安全基準文書類の邦訳の作成と公開

を行います。

令和７年度要求額１．３億円（ ０．6億円）
システム安全研究部門

民間団体等
委託・請負

国

経済産業省、
環境省、
厚生労働省

IAEA
WASSC

WASSC
日本代表委員

【原子力規制庁職員】

利害関係者・国内専門家
の意見聴取

WASSC
関連資料
確認

情報共有

国土交通省、
厚生労働省、
総務省、
警察庁、
消防庁、
海上保安庁

IAEA
TRANSSC

TRANSSC
日本代表委員

【原子力規制庁職員】

利害関係者・国内専門家の
意見聴取

検討
依頼

検討
結果

情報共有

TRANSSC
関連資料
確認

IAEA本部(ウィーン) 2回/年会合
他複数回の専門家会合へ参画

IAEAの規制を国内
規制へ反映し、国
際基準との整合を
とる

提案

提示・照会

検討
依頼

検討
結果

規制解釈等
の制定・改
正に関する
情報

提案

提示・照会

調査等による情報収集/解析等に
よる確認（必要に応じて）

調査等による情報収集/解析等に
よる確認（必要に応じて）
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原子力安全情報の収集・分析評価・基準整備事業
令和７年度要求額２．８億円（２．６億円）

技術基盤課

民間団体等
委託・請負

国

１ 高経年化規制等に係る最新知見の収集・分析評価
令和５年２月に閣議決定された「ＧＸ実現に向けた基本方針」を受

けて、今般、原子力発電所の運転期間について一定の停止期間に限り

追加的延長を認める改正電気事業法と、運転期間が何年になろうと厳

格な高経年化規制を行うための改正原子炉等規制法が成立しました。

本事業では、今後こうした高経年化規制等の継続的改善を図るため

に必要な諸外国における関連の規制基準やトラブル事例など、最新知

見を収集するとともに、これを国内規制に反映させるに当たっての分

析評価を行います。

２ 次世代革新炉に係る最新知見の収集
「ＧＸ実現に向けた基本方針」では、次世代革新炉の開発・建設に

取り組むとともに、廃炉を決定した原子力発電所敷地内での次世代革

新炉への建替えを対象として具体化を進めていくこととされています。

本事業では、将来、次世代革新炉の計画が具体化された際に、これ

に対応した適切な規制をすることができるよう、諸外国における研究

開発・建設動向・規制基準など、最新知見の収集を行います。

以上のほか、ＩＡＥＡ等国際機関における各種基準や民間規格を必要

に応じて国内規制に反映させるために必要な評価検討を行います。

これまでの取組例
①海外のトラブル情報
の収集・分析

②民間規格の技術評価 ③IAEA等の基準の反映

【国内規制への反映例】

保安活動において、不
適合未満の事象を評価し
、事業者の組織的な脆弱
性を改善する仕組みを導
入するなど、マネジメン
トの強化を規制要求に追
加

情報の集約

【海外トラブル事例】

2010年～2012年、
米国における複数の原
子力発電所で、化学物
質が建屋内又は建屋付
近で漏えい又は流出す
るトラブルが発生

【国内規制への反映例】

有毒ガス発生時におい
ても、原子炉制御室の運
転員等は避難せずに留ま
ることを前提とした防護
対策を規制要求に追加

【民間規格の事例】

原子炉の材料の脆さ
を測定するサンプルの
仕様や再生方法を民間
規格で規定

【国内規制への反映例】

原子力発電所の長期運
転に伴い、原子炉の脆さ
の測定方法の精緻化や、
測定に使用されるサンプ
ル数の確保のため、民間
規格を技術評価し、規制
基準へ引用

【IAEAの基準】

原子力施設の機器の
検査等の保安活動が、
安全に着目した活動と
なるよう、事業者のリ
ーダーシップとマネジ
メントに関する安全基
準を策定
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原子力検査官等研修事業

○ 原子炉等規制法の改正により、原子力規制委員会が事業者の保安活

動全般を常時チェックできるよう検査制度の見直しを行い、令和2年

度から新たな制度が開始されました。

○ 原子力安全人材育成センターでは、新たな検査制度に対応しうる原

子力検査官の力量を担保するため、米国の制度も参考にして、国際

的に遜色のない原子力検査官の育成・資格審査の仕組みを整備して

います。

○ 本事業においては、原子力検査官を含む原子力規制委員会職員の育

成のために整備した仕組みに基づく、研修の実施、より高度な専門

性を有する人材の育成に係る研修カリキュラムや研修教材の開発・

整備、調査等を行うとともに、原子力施設の主要機器模型等を活用

した実践的な訓練を実施し、原子力検査官等の専門能力や規制業務

の専門性を高め、原子力の安全確保に貢献します。

○ また、国が整備した訓練施設の運営及び設備の維持管理業務等、訓

練実施環境の整備を行います。

〇 検査官等の育成・資格認定の仕組みに基づく研修の実施や研修教

材等の開発・整備

〇 原子力規制に関する人材育成に資する調査業務

〇 訓練施設の運営・維持管理

〇 訓練設備を活用した実践的な研修の実施

・原子力発電所機器保全に係る検査実習

・原子力発電施設の主要機器モデル実習

・非破壊検査実習 等

（資格付与に係る教育訓練のイメージ（基本資格））

教
育
訓
練
課
程

（

集
合
研
修

）

資

格

付

与

訓
練
課
程
修
了

継
続
教
育
訓
練

国
委託・請負

民間団体等

令和７年度要求額 ３．２億円（３．３億円）
原子力安全人材育成センター
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プラントシミュレータ研修事業

○ 東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、原子力規制

委員会職員として原子力の安全規制に携わる人材の専門能力向上を図る

ために整備した研修用プラントシミュレータを活用することにより、原

子炉の動特性を理解し、プラント状態の適切な認知と把握及び安全・管

理リスクを推測できる能力を身に付けた人材を育成することを目的とし

ています。

○ 新規制基準に基づく安全対策の仕組み、事故時のプラント状態や進

展予測のための実践的な研修を行うために、整備したシミュレータの保

守管理、改造等を行います。

○ 原子力検査官等の資格取得に当たって重要な研修であるため、経年

の故障による研修及び検査官確保への影響発生を予防するため、設備の

更新を計画的に実施します。

○ 新検査制度に基づく各種検査能力の向上及び実践力を高めた人材の

拡大のために、専門訓練機関の知見を活用した研修と研修用プラントシ

ミュレータ研修を組み合わせた研修を実施します。

令和７年度要求額２．５億円（２．５億円）

（研修用プラントシミュレータ及び研修実施風景）

原子力安全人材育成センター

民間団体等
委託・請負

国
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廃止措置等に関する規制運用技術研究事業

近年、廃止措置段階に進む原子力施設が増えており、放射性廃棄物の発

生から処分に至るまでの処分前管理が重要な課題となっています。しか

し、廃止措置により発生した新規クリアランス物に対する確認手法、廃

棄体等の安全性確認手法等は十分に整備されていません。本事業では廃

止措置とそれに伴う放射性廃棄物の処分前管理に関連した技術的な調

査・研究を行い、規制基準の適合性判断に活用します。

○クリアランス対象物の多様化に対応する研究

施設の解体作業に伴い発生する廃棄物のうち、放射能濃度が極めて低

いものを規制から解放し、放射性物質でないものとして再利用するクリ

アランス制度があります。令和２年の規則改正による対象拡大を受け、

対象物が多様化しており、そうした状況下においてもクリアランス確認

が適切に行われるように放射能濃度の定量評価方法の検討や放射線測定

試験等を行い、クリアランス確認の審査等に活用します。

○廃棄体等の安全性確認に関する研究

中深度処分等に係る許可基準規則の制定や、研究施設等廃棄物等に係

る事業者の検討状況から、これまでに処分実績がない新たな廃棄体等の

発生が見込まれています。それらの特性を踏まえた放射能濃度評価等に

係る研究を行い、今後の事業許可申請の審査、保安規定認可申請のうち

廃棄物受入基準（WAC）に関する部分の審査等に活用します。

○廃止措置におけるエンドステートに関する研究

IAEAでは、汚染が地下に浸透し拡散するなどにより、放射性物質濃度

が極めて低い状態にすることが困難な場合における廃止措置のエンドス

テート（次の用途に利用できるような状態）について議論されています。

エンドステートの技術的な課題に係る知見を整備し、今後、我が国にお

いてもそのような状況の下で廃止措置の終了確認が行われることが見込

まれた段階で状況に応じた適切な基準の策定等に活用します。

令和７年度要求額１．４億円（１．４億円）
放射線・廃棄物研究部門

民間団体等
請負

国

多様化したクリアランス対象物の放射能を
定量化し適切に評価する技術について検討

多様化するクリアランス対象物のクリアラ
ンス確認に係る審査・検査に活用

新たな廃棄体等の事業許可申請の審査及び保安規定認可申請の審査等に活用

放射性物質濃度が極めて低い状態にすることが困難な廃止措置の終了確認の基準策定等に活用

解体汚染状況調査 廃棄体等製作

IAEAで議論されている
廃止措置エンドステート
に向けた状況の例

○クリアランス対象物の多様化に対応する研究

○廃棄体等の安全性確認に関する研究

○廃止措置におけるエンドステートに関する研究



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

最終処分の安全確保に係る規制技術研究事業

【目的】

最終処分は立地に向けた文献調査が現在実施されており、今後概要調

査等の段階に進むことが想定されます。最終処分に関する規制基準等は

未整備であるため、これを整備することは重要な課題です。そこで本事

業では、最終処分に関する規制基準等の策定に必要な知見を取得します。

【内容】

放射性物質は300m以深の処分場に閉じ込められますが、超長期的に

は地下水によって生活環境に移動し得ます。そのため、最終処分の安全

確保に必要な技術的要件を規制基準として整備し、事業者による処分場

の各構成部材の長期的な性能の変化や数十万年にわたる地下水の流れの

評価（性能評価）の妥当性を確認するとともに、処分システムの安全性

の指標として行う線量評価の妥当性を確認する必要があります。そのた

め、性能評価及び線量評価に関する知見の取得を目的として以下の内容

を実施します。

① 性能評価に関する研究として、構成部材の長期性能を評価するため

の室内試験やシミュレーション、地下水の流れの検証方法を整備す

るためのボーリング調査等を実施します。

② 線量評価に関する研究として、放射性物質の移動挙動及び線量評価

に関する知見を得るための試験とシミュレーションを実施します。

令和７年度要求額 ３．２億円（新規）
放射線・廃棄物研究部門

民間団体等
委託・請負

国

上記の研究から得られる成果
① 性能評価：必要となる性能の要件、評価の妥当性を判
断するための知見・技術

② 線量評価：線量評価結果の妥当性を判断するための知
見・技術

これらの成果を規制基準等の策定において反映



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

環境放射能水準調査等事業

47都道府県で環境中の放射線及び放射性物質の量を調査することによ
り、平常時の環境放射線量を把握します。万が一異常値を検出した場合

は、原子力関係施設からの影響によるものか否かを確認し、測定結果の

正確な評価を行う必要があります。

そのため、①47都道府県における環境放射能調査、②４７都道府県に

おいて実施困難な高度かつ専門的な分析及び③分析結果の収集を実施す

ることにより、全国における原子力関係施設からの影響の有無を把握す

るとともに、地方公共団体の分析結果の信頼性を確保します。

また、放射能分析等に使用している資機材が老朽化しているため、予

防保全の観点から、着実に更新を進めていきます。

①放射能測定 ： ４７都道府県で調査を実施
・環境試料の採取を実施

・空間放射線量率測定、全β放射能測定、核種分析調査等を実施

②放射能分析 ： 専門機関等において高度な分析等を実施
・放射能測定で採取した試料について、ストロンチウム90、プルトニウ

ムの分析等を実施

・空間放射線量率測定、クリプトン85等の放射性希ガスの分析等を実施

・各自治体の測定結果についての精度管理

③放射線監視結果収集調査
外部機関において調査結果を収集・データベース化して公開する。

令和７年度要求額２６．０億円（１９．６億円） 令和５年度補正 ０．８億円
監視情報課放射線環境対策室

地方公共団体

民間団体

委託

国

○ 空間放射線量率測定

河川水・土壌等の試料採取 浮遊じんの測定

○ 環境試料の採取

○試料の分析

低バックグラウンド
自動測定装置

ゲルマニウムガンマ線
分光分析装置

モニタリングポスト
により測定

老朽化している資機材に
ついては更新等を実施



＜事業の目的・内容＞

＜事業スキーム＞

調査海域等における海洋中の放射能の移行挙動を定性・定量
的に把握・評価するため、原子力施設沖合に位置する主要漁場
等における海産生物、海底土及び海水に含まれる放射性物質の
調査・解析を行います。

東電福島第一原発により放出された放射性物質による影響を
把握するため、福島県沖は通常の全国調査に加え、重点的にモ
ニタリングを実施します。

＜具体的なイメージ＞

北海道海域

青森海域

宮城海域

福島第１海域

福島第２海域

茨城海域

静岡海域

愛媛海域
鹿児島海域

佐賀海域

島根海域

福井第２海域

福井第１海域
石川海域

新潟海域

調査対象試料

試料名 発電所 核燃

海産生
物

年2回 年2回

海底土 年1回 年1回

海 水 年1回 年2回

〇全国調査

漁場の安全の確認等に資するこ
とを目的に、調査結果について
HPで公表すると共に、関係機関
へ説明を実施しています。

＜具体的なイメージ＞

〇東電福島第一原発事故対応 〇結果説明等

令和７年度要求額 ９．７億円（８．７億円）
監視情報課放射線環境対策室

民間団体等
委託

国

海洋環境放射能総合評価事業



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力発電施設等従事者追跡健康調査等事業

【背景】

○ 低線量域（100mSv以下）の放射線被ばくによる発がん等の健康影響は

十分に解明されていません。国際放射線防護委員会（ICRP）では、原

爆被爆者の疫学調査等から得られた高線量域の健康影響を外挿する線

形しきい値なし（LNT）モデルを採用しています（右下図参照）。

○ 海外における本調査と同様の疫学調査では、平成27年にLNTモデルを

支持する結果が発表されましたが、喫煙等の生活習慣の影響（交絡因

子）は十分考慮されていません。

○ 低線量域での放射線リスクを正確に見積もるためには、交絡因子を考

慮して評価することが必要です。

＜内容＞

○ 原子力発電施設等の放射線業務従事者等約8万人を対象に、低線量域

の放射線被ばくによる健康影響の追跡調査（疫学調査）を行います。

○ 従来から集約していた生死情報だけでなく、喫煙等の生活習慣や社会

経済状態等の交絡因子情報、及びがん罹患情報を集約し、被ばく線量

との関係を統計的に解析します。

○ 第8期（令和7年度～11年度）においては、第6期（平成27年度～令

和元年度）に設定した新たな調査集団（調査協力に同意した約8万

人）について、第7期（令和2年度～6年度）で得られた成果を踏ま

え、引き続き、集約した情報を更新するとともに、解析方針の検

討を行います。

○ 本事業で得られる低線量域での放射線リスクに関する科学的知見

は、国連科学委員会（UNSCEAR）やICRP等の国際機関における放射

線防護基準の検討に活用され、ひいては我が国の規制基準に反映

されます。

【低線量域の放射線被ばくとがん死亡リスクの関係】

放射線・廃棄物研究部門

民間団体等
委託

国

令和７年度要求額１．０億円（１．０億円）

※ 低線量域における発がんによる死亡リスクは、「交絡因子」のために、

被ばく線量との関係が正確にわかっていません。



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

放射線モニタリング等人材育成事業

○事業の背景と必要性

原子力災害対策指針等において、国は地方公共団体に対して環境放射

線モニタリングに関する技術的支援を行うこととしています。また国会

事故調等において、原子力防災対応における教育・訓練が不足している

ことが指摘されています。このため、地方公共団体の職員等に対して、

緊急時のモニタリング及び環境放射能分析・測定に関する知識・技量を

向上させる教育・訓練等を実施することが不可欠です。

○事業の内容・実施項目

【環境放射能分析研修】（０.７億円）

・環境放射線モニタリングに係る各都道府県の実務担当者を対象に環境

放射能分析に関する研修を実施し、分析測定に関する技術的能力の維持

向上を図ります。

【緊急時モニタリング要員育成】（１.７億円）

・緊急時モニタリングに従事する地方公共団体の職員を対象に、緊急時

モニタリングを適切に実施するために必要な知識と技術を習得するため

の講義及び実習を実施します。緊急時モニタリングセンター（ＥＭＣ）

及び野外において、ＥＭＣの機材等を使用した机上訓練や実動訓練を実

施します。

令和７年度要求額 ２．４億円（２．０億円）
監視情報課

緊急時モニタリングの基礎

講
習
・
実
習

モニタリング技術

実務者の放射線防護

緊急時モニタリングセンター
における活動

環境放射能分析研修

課題やボトルネックの抽出

（研修項目）
○放射能分析に係る入門・基礎
○環境試料の採取及び前処理法
○α線放出核種分析法
○β線放出核種分析法
○γ線計測法
○空間線量率測定法
○大気中放射性物質測定法
等について、放射能測定法シ
リーズ等を踏まえて研修を実施。

緊急時モニタリング
システムの活用

緊急時モニタリング要員育成

訓
練

地方公共団体におけるモニタリング実施体制を構築する
ための人材育成を強化



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力発電施設等核物質防護対策事業

＜目的＞

○原子力発電所等における防護措置（核燃料物質の盗取、核燃料物質や原子

力施設を妨害破壊行為を防止するための措置）が国際的に遜色のない水準

で実施されるよう、原子炉等規制法に基づき、核物質防護規定の審査及び

核物質防護に係る原子力規制検査を実施しています。

○国内外の動向等を踏まえて適切な規制を講じ、事業者における防護措置の

有効性を適切に確認することができるように、現地の調査や関連する技術

動向等を把握する必要があります。

＜内容＞

○新たな脅威等を踏まえた防護措置の強化に係る技術動向調査及びデータ

収集

・防護設備の性能評価試験

・耐衝撃性能等の解析

・サイバーセキュリティ等の技術動向等の調査分析

・核物質防護訓練の高度化に係る調査分析

上記の結果等を踏まえ、審査基準の整備等を行います。

○規制動向調査

国内外の核物質防護に係る規制動向を調査します。

令和７年度要求額１．１億円（１．２億円）
核セキュリティ部門

民間団体等
委託・請負

国

防護措置の充実・強化

・防護措置の実効性を高めるための技術的な基準

・新たな脅威への対応方策 等

規制動向調査

防護設備

性能評価

耐衝撃性能
解析

防護訓練

高度化

技術動向

調査

審査基準等



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力安全規制情報広聴・広報事業

【目的】

原子力規制委員会では、５つの活動原則の１つに「透明で開かれた組

織」を掲げ、意思決定を含め、規制にかかわる情報の開示の徹底に努め

ています。本事業は、情報公開に関する具体的取組を実施することで、

国民の原子力規制行政への理解・信頼回復へ資することを目的としてい

ます。

【内容】

◆ホームページでの情報発信

原子力規制委員会の政策、会議の議事録や資料、動画配信、その他原

子力規制行政に関する情報を発信することで、透明性の確保を図ります。

令和７年度は、 「公共サービス改革基本方針」（閣議決定）に基づき、

ガバメントクラウドへの移行を含むホームページシステムの更改及び運

用・保守を実施いたします。

◆コールセンターの設置

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を受けた被災住民の方をは

じめとする国民から個別に寄せられる問合せや相談等に丁寧に対応する

ことで、信頼の回復を図ります。

◆緊急時の情報提供

大規模災害等が発生した際の原子力施設等への影響について、国民や

関係機関（緊急参集要員、マスメディア等）に向けて迅速な情報提供を

行うための緊急情報発信システム（Ｎアラート）を運用しています。

◆第２次公開情報管理システムの運用

固有IDやメタデータを付与した公開資料を公開情報管理システムに登

録すること及びホームページとの連携を強化することにより、意思決定

過程や議論・調査に関連する資料などの利便性・検索性向上を図ります。

令和７年度要求額１１．４億円（７．１億円）

民間団体等

長官官房総務課広報室

公開情報管理システム

HPリンクから資料閲覧

過去のホームページ公開資料、

東京電力福島第一原子力発電所事故
調査資料などをアーカイブ

（各事業において、専門性の高い事業者と契約）

ব

ড়

コールセンター

原子力規制委員会ＨＰ

・会合、記者会見
・規制関連情報
・事故、トラブル情報 等

活動の評価・分析

資料、議事録
動画配信

質問・相談

対応

（Ｎアラート）

コンテンツを
検索・閲覧

緊急時

民間団体等
委託・請負

国



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

発電炉設計審査分野の規制研究事業

＜目的＞

○東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえて、既設の原子炉

施設及び次世代炉の安全規制を的確に行うため、事故等における安全性

を確認するために必要な技術的知見を継続的に取得します。

＜内容＞

〇GX（グリーントランスフォーメーション）に向けた基本方針（令和5

年2月）では、次世代炉の開発・建設に取り組むことが盛り込まれており、

次世代炉の安全規制を行う準備が必要となっています。

〇軽水炉の更なる安全性向上に加えて、次世代炉の安全性確保のために、

事故時の安全性評価手法を国内外の最新知見を踏まえて高度化するとと

もに、調査、解析等により事業者による事故時の安全性評価の妥当性確

認に必要な技術的知見を取得します。

〇また、原子力発電所での火災は複数の機器等が同時に機能を喪失する

要因となりうるため、発生の防止対策及び影響拡大の緩和対策に関する

技術的知見の継続的な取得が重要です。

〇そこで、火災への対策について、評価に必要な技術的知見を取得する

ため、調査、試験等を実施します。

〇得られた技術的知見は、安全規制への反映に向けた検討、原子炉施設

の審査等に活用されます。

令和７年度要求額６．３億円(６．３億円)
システム安全研究部門

民間団体等
委託・請負

国

ケーブル火災等の評価手法
火災時における電気盤、電
動弁、ケーブル等の電気的
な故障に係る評価手法
隔壁等の評価

→火災防護に関する
審査基準等への反映

②火災防護規制の高度化
に係る知見

①事故時の安全性評価手法の高度化
に係る知見

次世代炉（高速炉及び高温ガ
ス炉）の特徴を踏まえた安全
性評価・手法の整備
核特性の不確かさを考慮した
軽水炉の最適評価手法

→原子炉施設の審査等に反映

ケーブル

安全上重要な電気計装設備

電源盤

原子炉
格納容器

隔壁等



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

核燃料サイクル分野の規制高度化研究事業

国際原子力機関（ＩＡＥＡ）による総合規制評価サービス（ＩＲＲＳ）
報告書による指摘への対応も含め、令和２年度からリスク情報を活用し
た原子力規制検査を開始しました。

再処理施設及びMOX燃料加工施設では機器及び事故の種類が多いことを
考慮し、リスク情報を整理する必要があります。

リスク情報は、施設の設備構成、事故シナリオ（事故の進展やその対
策）、放射性物質や放射線の環境への放出、事故の発生頻度等に関する
情報が含まれます。リスク情報を活用することで、検査の重点ポイント
及び指摘事項の重要性並びにこれらを判断するための知見が得られます。
以上を踏まえ、本事業では、再処理施設及びMOX燃料加工施設の検査で
活用するリスク情報を取得するため、以下の2点を行います。

（１） 再処理施設及びMOX燃料加工施設全体のリスクの整理
ここでは、実施設のリスクを整理するために、評価全体の枠組みや評価
結果の確認・整理を実施します。具体的にはリスク評価手法の検討及び
実施設のリスク評価モデル（上述のリスク情報を含む）を確認します。
事業者が作成する実施設の基本的なリスク評価モデルは令和７年度に完
成予定のため、早急にこれを確認する技術的枠組みを構築する必要があ
ります。また、放射性物質や放射線の環境への放出に係る情報について、
事故時の物理現象に係る知見の取得が必要であり、下記の（２）に記す
研究及び放射線量評価に係る解析等を行います。

（２）再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等の事象進展
に係る研究
上記の事故シナリオについて、重大事故時の放射性物質の放出の観点か
ら特に留意すべき冷却機能喪失に伴う蒸発乾固事象及びグローブボック
ス火災について、試験又は解析により知見を蓄積し、上記（１）のリス
クの整理に活用します。

令和７年度要求額１．５億円（１．５億円）
システム安全研究部門

民間団体
委託・請負

国

（１）再処理施設及びMOX燃料加工施設全体のリスクの整理

成
果
（
整
理
さ
れ
た
リ
ス
ク
情
報
）
の
活
用

放射性物質の放出確率（又は頻度）=A×B×C・・・×N
放射性物質の放出量=MAR×DR×ARF×RF×LPF
放射線量：放射性物質の保有量、放出量から計算

MAR:機能喪失により影響を受
ける放射性物質の量
DR：事故の影響を受ける割合
ARF：気相への移行割合
RF：肺に吸入される割合
LPF：環境中へ漏えいする割合

図 リスクモデルのイメージの例（イベントツリー（事故シナリオ））

蒸発乾固事故の事象進展に応じた放
射性物質等の移行挙動の概念図

グローブボックス火災のイメージ図
（火勢による放射性物質の放出）

再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の原子力規制検査における、
重点ポイント、指摘事項の重要性等の判断材料として活用する。

得
ら
れ
た
知
見

（２）再処理施設及びMOX燃料加工施設における重大事故等の
事象進展に係る研究

実
施
設
の
リ
ス
ク
評
価
モ
デ
ル
の
確
認

得
ら
れ
た
知
見

安全機能喪失 発生防止策 拡大防止策 放射性物質の放出

確率A

確率B
確率C

確率N

〇

〇

〇×

×

×

なし

なし

なし

あり



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

○ 地震・津波等の外部事象に対する原子力施設の適切な安全規制を実施するに
は、常に地震・津波等に係る最新知見を取得し、規制基準に反映させていく必
要があります。また、審査において事業者が行う原子力施設に対する地震・津
波等の影響に関する評価結果の妥当性を確認するためには、国自らが技術的判
断を行うためのエビデンスを持つ必要があります。
○ 原子力施設のリスク評価を行う上で、地震・津波等のハザード（発生源と作
用）とフラジリティ（施設への影響）双方の評価に係る不確かさを、調査・研
究を通じて、適切に取り入れていくことが極めて重要です。
① 地震・津波ハザード（発生源と作用）関連研究
地震・津波の発生源の規模及び頻度、並びにその作用（地震動及び津波水
位）に係る評価モデルの不確かさに関する知見の拡充を行います。特に、能
登半島地震を踏まえて、震源断層浅部の破壊による地震動への影響評価、地
殻内地震による津波の特性化波源モデル設定方法等の調査・研究を行います。

② 地震・津波等フラジリティ（施設への影響）関連研究
地震・津波等の外部事象が施設や設備へ与える損傷度合いの評価に係る知見
の拡充を行います。特に、地震時の複数設備の同時損傷確率の評価、ヘドロ
状の堆積物が混入した津波が防潮堤作用波力へ与える影響評価、地震時の液
状化等の地盤変状による構造物への影響評価及び原子炉建屋等の基礎の浮き
上がりによる基礎版等の耐震評価、また、飛翔体衝突による地下構造物や実
在施設の形状を摸擬した構造物等の耐衝撃評価等の調査・研究を行います。

③ 地震・津波等研究知見の収集･蓄積
①及び②の研究に加え、更に国内外の耐震・耐津波研究で得られた知見の収
集･蓄積を行います。

④ トラブル原因究明に係る安全実証解析
事故トラブルの現象再現や原因究明のための安全実証解析を行います。

民間団体等
委託・請負

国

事業の全体像

成果の活用のイメージ

③ 地震・津波等研究知見の収集･蓄積

④ トラブル原因究明に係る安全実証解析

①地震・津波ハザード関連研究 ②地震・津波等フラジリティ関連研究

• 厳格な原子力規制実施のため、規制基準の見直し、関連ガイドの策
定や見直し、個々の審査等に活用します。

• リスク評価手法の精緻化により地震・津波時の原子力発電所の安全
確保に欠かせない原子力規制検査に貢献します。

原子力施設における外部事象等に係る安全規制研究事業
令和７年度要求額１３．2億円（１４．０億円）

地震・津波研究部門



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

技術基盤分野の規制高度化研究事業（リスク情報の活用）

原子力規制検査では、原子力発電所で発生する可能性のあるリスクに

注目し、原子力発電所の機器ごとの重要度を示したリスク情報を活用し

て効率的かつ効果的に検査を実施しています。
現在活用しているリスク情報は、原子力発電所の機器故障により発生

する炉心損傷のリスク評価から得たものです。しかし、日本は地震を含

む自然災害が多く発生するため、自然災害により発生する炉心損傷のリ

スク評価からリスク情報を得て、原子力規制検査に活用する必要があり

ます。

このため、本事業では原子力規制検査に必要なリスク情報として機器

故障だけでなく地震等の自然災害に関するリスク情報を順次整備してい

きます。

① 原子力規制検査に活用するリスク情報の整備

原子力規制検査で活用する原子力発電所ごとのリスク情報を整備しま

す。さらに、検査での指摘事項（不適合の発見）の重要性を評価するた

めの解析手法を整備します。

② リスク評価手法の整備

リスクの大きな原子炉圧力容器の破損に関するリスク評価の方法を整

備します。また、地震、津波等を対象に、最新知見を踏まえた原子力発

電所のリスクを評価する手法を整備します。

【期待される成果】

○より現実に即した精緻なリスク評価を行うことで、プラントの安全

への影響を客観的に判断することができるなど、リスク情報を活用

した原子力規制検査の質を向上させ、より高い安全水準を確保する

ことができます。
民間団体等

委託・請負

国

令和７年度要求額５．０億円（５．４億円）
シビアアクシデント研究部門

配管から漏えいが発生した場合の
リスク情報の評価例

原子炉格納容器

主蒸気管

給水管

原子炉
圧力容
器

原子炉
再循環
系

制御棒
駆動機
構

圧力制御
室

スプレイ

残留熱除去
系

熱交換器対処設備①

対処設備②

○

○

×
（確率B）

なし

なし

あり

発生
（確率A）

事故

事故の発生
対処設備①
の稼働

対処設備②
の稼働

×
（確率C）

×
（確率ｎ）

○

炉心の損傷

なし

炉心損傷の確率＝A×B×C・・×n 

プラントの安全への影響
（検査での指摘事項の重要性）

← 重大な重要度

← 中程度の重要度

← 小程度の重要度

← 非常に低い重要度



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

断層の活動性評価に係る調査・研究事業
令和７年度要求額６．２億円（２．７億円）

地震・津波研究部門

民間団体等
請負・委託

国

【背景・目的】
○ 原子力発電所等の耐震安全性に係る審査で事業者が行った調査・評価の
妥当性を確認するためには、国自らが審査に必要な指標を示す必要があ
ります。これらの指標は常に最新知見を反映していくことが重要です。

○ 通常、断層の活動年代は断層の上に堆積した地層の年代に基づき評価し
ますが、地質・地形的条件によってはそのような地層が欠如又は極端に
薄い等の理由により、通常の方法が利用できない場合もあります（上
図）。このような状況にあるサイトでは規制基準の適合性審査が遅れて
おり、学協会の研究事例も極めて少ないことから、評価の妥当性を客観
的に判断する材料に乏しいという現状があります。

○ 最近、事業者側ではこのような場合における活断層の判別指標、直接的
な年代測定手法の検討を始めていますが、その手法が審査に適用される
前に手法の確からしさを確認し、審査ガイド等に反映するとともに、
データの客観性や評価の妥当性を判断するための留意点を規制側として
整理する必要があります。このため、通常の方法が利用できない場合に
おける断層の活動性評価手法に関する調査・研究を行う必要があります。

○ 令和6年能登半島地震では、地域的に特異な大隆起量及び周辺地盤の局所
的な変位・変形が観測されました（下図）。このような現象について認
識を新たにして過去の地震も含めて精査し、原子力発電所等におけるリ
スク評価法について、実際のデータと比較することによって手法の妥当
性を評価し、留意点を規制側として整理する必要があります。

【内容】
○ 上載地層法の適用が困難な場合における活断層の活動性評価について、
その技術的根拠となる断層試料等のデータを整備するほか、断層破砕物
質等を用いた断層の活動性評価手法、主断層から離れた地盤の変位・変
形、地層の年代決定に係る知見を取得し、審査ガイド等の見直し及び
個々の審査等に活用します。

審査ガイド等の見直し及び個々の審査等に活用

（１）断層破砕物質等を用いた断層活動性評価

（２）断層活動時期を示す地形・地層の年代評価

通常の方法が利用できない

“上載地層”欠如

約1,000
万年前
の岩体

約1,000万年前以降に活動したことが分かる
だけで、最近の地質時代（約12～13万年前、
約40万年前以降）に活動したかどうかが不明。

顕微鏡
観察

断層の
化学分析

・耐震重要施設及び兼用キャスクは、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。
・（同上）変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
（実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の解釈）

断層

審査中のサイトで課題
今後の新設の際に課題

指標A

B C
分析の組み合わせから、断層
活動性に関連する指標を見
つけ、適用性を検討。

複数の断層

審査の留意点を整理

鉱物脈

活断層

非活断層

火山灰年代が不明
⇒地層や段丘面の年代が不明
⇒隆起（地震）の時期不明

活断層

？

主断層から離れた
地盤の変位・変形
⇒出現頻度等の評価方法
の妥当性が不明

隆起による傾斜評価⇒評価手法の適用性の検討

能登半島地震等

年代試料
の欠如
⇒代替法とし
ての宇宙線生
成核種、ルミ
ネッセンス等
の適用性が不
明

（１）

（２）



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

避難指示区域等における環境放射線モニタリング推進事業

【目的】

令和７年度要求額０．６億円（０．５億円）
監視情報課

民間団体等
委託

国

・空間放射線量等
を把握・確認
・避難指示の解除
に伴う住民の被
ばく線量の低減

１日の生活行動パターン
の中での
空間線量率の変化図イメ
ージ

出典：環境省 除染情報サイト

○平成２３年１２月に、原子力災害対策本部は、放射線量等の計測結果に基
づき市町村の要望や意向を十分に踏まえた上で、避難指示区域等の見直し
を行うこととしました。現在、帰還困難区域を有する６町村では、避難指
示解除に向けた除染やインフラ整備等が進められています。

○令和５年度に６町村の特定復興再生拠
点区域の避難指示が解除されました。
また、帰還困難区域のうち特定復興
再生拠点区域外の区域において、避
難指示の解除により住んでいた方々
の帰還とその後の生活再建を目指す
「特定帰還居住区域」を各町村で定
めています。

○本事業は、きめ細かなモニタリングの
実施や放射線量マップの作成等により、
帰還困難区域等における空間放射線量
等を把握・確認するとともに、避難指
示の解除に伴う住民の被ばく線量の低
減に資することを目的としています。

【内容】

○避難指示解除区域等に生活拠点を移した住民に想定される日々の行動パ
ターンを想定し、生活行動経路に沿って空間線量率測定を実施します。併
せて、市町村の要望を踏まえたモニタリングを実施します。

○得られた空間線量率、行動経路毎の滞在時間を集計し、生活行動パターン
毎の積算線量を算出します。

○モニタリング結果を地図上に表示した放射線マップを作成し、自治体に提
供します。

＜本事業の直近の活用実績＞

令和元年８月　大熊町 令和元年度第２回除染検証委員会令和４年３月 葛尾村 第３回除染検証委員会
令和２年11月　大熊町 第１回除染検証委員会 令和４年４月 大熊町 第８回除染検証委員会
令和３年２月　大熊町 第２回除染検証委員会 令和４年８月 浪江町 令和４年度第２回除染検証委員会
令和３年10月　大熊町 第４回除染検証委員会 令和４年11月浪江町 令和４年度第３回除染検証委員会
令和４年２月　　大熊町 第７回除染検証委員会 令和５年１月 富岡町 第25回除染検証委員会
令和４年２月　富岡町 第22回除染検証委員会



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

環境放射線モニタリング技術調査事業

○我が国では、昭和49年以降、放射能や放射線の標準的な分析・測定法

として36冊の「放射能測定法シリーズ」を制定してきました。これら

の測定法は、測定結果の信頼性を担保する拠り所として、自治体等の放

射能分析機関で活用されています。

○しかしながら長期に改訂されていないものもあること、東京電力福島

第一原子力発電所事故の知見を反映する必要があること等から、原子力

規制委員会の外部有識者会合「環境放射線モニタリング技術検討チー

ム」において、優先順位をつけて全ての測定法を改訂する方針等が示さ

れました。

○検討チームで示された方針を踏まえ、放射能測定法シリーズの改訂又

は新規制定に必要な技術的調査・検証を行うとともに、改訂案又は制定

案を作成します。

令和７年度要求額０．４億円（０．３億円）
監視情報課

委託

改訂・

制定案

改訂・制定案

の提示 改

訂

・
制

定

意見集約

専
門
機
関
等

原子力規制庁

環境放射線モニタリング
技術検討チーム

（外部有識者で構成）

改訂・制定案

の提示

意見集約

事業者
委託

国

【放射能測定法シリーズの最近の改訂実績等】

・自治体等の放射能分析機関において参照

・分析実務者を対象とした分析研修等の教材等として活用

トリチウム分析法 令和５年１０月

緊急時における放射性ヨウ素測定法 令和５年１０月

大気中放射性物質測定法 令和４年６月

緊急時における環境試料採取法（新規） 令和３年６月

ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロ
メトリ－

令和２年９月



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

東京電力福島第一原子力発電所の燃料デブリに係る安全研究事業

本事業は令和６年度まで実施する「東京電力福島第一原子力発電所の廃炉
作業に係る安全研究事業」の内容を刷新し、継続する事業です。

【目的】

○東京電力福島第一原子力発電所では、令和6年度に東京電力ホールディング
ス株式会社による燃料デブリ（※１）の試験的取り出し作業が予定されて
おり、取り出されたサンプルの性状分析の結果を考慮しつつ、令和10年度
以降に段階的な取り出し規模の拡大が計画されています。効率的かつ安全
に燃料デブリの取り出し作業を行うためには、原子炉格納容器下部に広
がった燃料デブリの分布を把握する必要があります。原子力規制庁は、東
京電力による燃料デブリ取り出し計画に対し、燃料デブリ分布推定技術の
妥当性を確認する必要があります。

【内容】

○燃料デブリが発する放射線（主に中性子を想定）を測定し、その情報や原
子炉格納容器内の調査結果、コンピュータによるシミュレーション計算の
結果等を基に燃料デブリの分布を推定する方法についての検討を実施しま
す。検討された方法について、放射線源と測定器を用いた実験により、感
度、解像度、有効性等についての検証を行います。

※１：燃料デブリ

核燃料と炉内構造物やコンクリート等の構造材が溶融し再度固化したもの

令和７年度要求額１．３億円（６．１億円）
システム安全研究部門

民間団体等
委託・請負

国

燃料デブリ（※１）

ペデスタル

原子炉格納容器

原子炉圧力容器

中性子検出器による
スキャン

東京電力福島第一原子力発電所２号機の炉内状況（推定）
【出典】東京電力ホールディングスHP「燃料デブリの取り出しの状況」

燃料デブリが発する中性子の簡易シミュレーション結果
左：乾燥状態 右：冠水状態

中性子検出器等を用いた測定
データを分析することにより
、燃料デブリ分布を把握する
方法について検討し、実験に
より検証を行う。

事業者による燃料デブ
リ取り出し計画の確認
に係る知見の取得



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

火山活動及び火山モニタリング評価に係る調査・研究事業

【背景・目的】
○原子力発電所等の火山影響評価に係る審査で事業者が行った調査・評価の
妥当性を確認するためには、国自らが審査に必要な指標を示す必要があり
ます。これらの指標は常に最新知見を反映していくことが重要です。
○新規制基準適合性審査では、運用期間中に設計対応が不可能な火山事象が
発電所に影響を及ぼす可能性が十分小さいかを判断するにあたり、火山の
活動履歴、現在の火山の状態等の知見に基づいた評価が行われています。
○しかしながら、低頻度の自然現象である大量の火砕流を流出し、広範囲に
影響を及ぼす巨大噴火に関する知見については、近年蓄積されつつあるも
のの、まだ調査例が少ない状況にあります。このため、継続的にこれらに
資する知見の拡充を図りデータの不確実性の低減を行い、火山活動評価法
の妥当性を評価し、留意点を規制側として整理する必要があります。
○また、同審査では、上記の火砕流を含む設計対応が不可能な火山事象が第
四紀に敷地に到達した可能性のある施設を有する事業者に対して、評価時
の状態からの変化を検知するための火山モニタリングを課しており、さら
に施設の安全についても継続的改善を求めています。このため、国自らも
これらに資する知見の拡充を図り、火山モニタリング評価法の妥当性を評
価し、留意点を規制側として整理する必要があります。
【内容】
○火山活動評価法について、その技術的根拠となるマグマ溜まりの時空間変
化や活動度に資するデータを整備するとともに、火山モニタリング評価法
について、現時点でのマグマ位置を直接捉え得る手法を整備するほか、観
測結果を用いた地下のマグマの増加と地表で発現する地殻変動との関係を
検討し、評価ガイド等の見直し及び個々の審査等に活用します。

令和７年度要求額４．５億円（２．０億円）
地震・津波研究部門

民間団体等
委託・請負

国

モニタリング評価指標の策定、ガイド等への反映等

１．マグマ溜まりの活動度や噴火規模を推定する手法を提案

２．カルデラ火山のマグマ蓄積最短時間から噴火の逼迫性に資す
る時間スケールを提案

３．マグマの蓄積及び位置の変化を捉える手法を提案

噴出中心と原子力発電所の距離が、火山事象毎に設定
された距離より短ければ、その火山事象により原子力発
電所が影響を受ける可能性があるものとする。
（火山影響評価ガイド） 例：火砕流160㎞, 溶岩流50km▲ 第四紀火山

● 原子力発電所
(廃止措置中を含む)

日本の第四紀火山の分布と
原子力発電所の位置関係

第四紀火山の位置
出典：G-EVER火山災害予測支援システム

160 km

①露頭

大規模な火砕流①

③観測点
海底地殻変動観測装置③

S波低速度領域
≒マグマ溜まり

②発振点受振点

火山活動評価及び火山モニタリング評価に資するデータ及び手
法を整備し、評価ガイド等の見直し及び個々の審査等に活用

海域を含めた地殻変動を連続的
に観測し、地下のマグマ活動との
連関の知見を蓄積する。基図の出典：令和5年度原子力規制庁委託研究成果報告書 原子力施設等防災対策等委託費

（火山性地殻変動と地下構造及びマグマ活動に関する研究）事業

地震波反射法探査を繰り返し行う
ことで、マグマ溜まりの位置及び
その位置の変化の有無を捉える。

発振装置②

“反射法地震探査の実施”

“地殻変動観測の実施”

“採取した試料を用いた
実験・分析の実施”

地質調査で得た試料を用い
て実験・分析を行うことで、過
去の噴火におけるマグマ溜ま
りの時空間変化を把握する。

カルデラ（十数～20㎞オーダー）



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力災害対策実効性向上等調査研究事業

【事業の目的】

○東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえて定められた原

子力災害対策については、新たに得られた知見や把握できた実態等を踏

まえて不断の見直しを行うべきものであり、また、骨太の方針にもエネ

ルギー安全保障上の強化の観点から国が取り組むべき事項とされている

「原子力防災体制の構築」を適切かつ迅速に進めていくためにも、防護

措置や防災体制の更なる実効性の向上及び高度化に不可欠な、国内外に

おける最新の科学的技術的知見等に係る調査・研究に取り組みます。

【内容】

○原子力災害時の実効的な体制の在り方に関する調査研究

原子力災害時の医療体制をより実効的なものとするため、厚生労働省

とも連携しながら医療支援体制や関係機関の連携等に関する課題の調

査・分析を行い、あらかじめ国・地方公共団体等において整備すべき体

制や各機関の役割等の整理・具体化を行うことで実効的な体制構築の支

援を図ります。具体的には、複合災害時に原子力災害派遣チーム（派遣

チーム）が他の医療チームと協働することを見据え、平時において派遣

チームの活動内容について普及・教育するコンテンツを作成します。

○防護措置の実効性向上に関する調査研究

原子力災害時に講じられる防護措置について、効果の分析やより実効

的な手法の実現に向けた調査・研究を行い、原子力災害対策全体の実効

性向上を図ります。特に、発災後の個人線量推定の方法、個人情報（測

定データを含む）の取り扱い等の課題など測定後の対応を中心に調査、

検討を行いその実効性向上を図ります。

令和７年度要求額０．１億円（０．１億円）

○原子力災害時における実効性ある対応を担保する体制に係る課題に

ついて、例えば、原子力災害医療派遣チームに対する医療ニーズにつ

いて調査・検討を行い、原子力災害時での原子力災害医療派遣チーム

活動が円滑に行えるよう取り組みます。

放射線防護企画課

民間団体等
委託

国

調査

研究

原子力災害対策の実効性向上

○最新の科学的技術的知見等を踏まえ、その効果や実効性等を検証す

るための研究を行うことを通じて、原子力災害対策の更なる充実・

強化に向けて不断に取り組みます。



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

航空機モニタリング等の運用・高度化事業

緊急時においては、原子力災害対策マニュアル等に基づき、空間放
射線量率を広範囲にわたり迅速に把握するため、国は航空機を用いた
放射線モニタリング（航空機モニタリング）を実施することとしてい
ます。
本事業では、緊急時に備え、航空機モニタリングを適切に運用する

とともに、最新の技術動向を踏まえ、航空機モニタリングをはじめ、
緊急時モニタリングに係る各種技術の高度化を図り、大規模な地震等
との複合災害のように過酷な状況下でも確実に放射線モニタリングを
実施します。

（具体的な実施内容）

①航空機モニタリングの運用・高度化

・平常時における空間放射線量率の状況の把握及びデータの更新等
・無人航空機による試験飛行
・原子力総合防災訓練における測定の実施

②次世代放射線測定器開発

・放射性プルーム※観測技術の開発
・マルチコプター等を用いた機動的なモニタリング手法の開発・整備

※原子力施設における事故時に、気体や粒子状の放射性物質が大気に
載って雲のように流れていく事象を指す

令和７年度要求額２．８億円（２．３億円）
監視情報課

民間団体等
委託

国
放射性プルームの
測定イメージ

陸上自衛隊HPより引用

マルチコプターの例

総合防災訓練における
測定結果

(Nagai et. al 2023)



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力規制検査の体制整備事業
令和７年度要求額1．0億円（１．３億円）

検査監督総括課

民間団体等
委託、請負

国

事業の背景、必要性
改正された「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律（以下、「原子炉等規制法」という。）」が令
和２年４月に施行され、新たな原子力規制検査の運用を開
始しています。
本事業は、原子力規制検査の運用を継続的に改善すること
により、改正原子炉等規制法の着実な施行を通して原子力
の安全性向上に資するものです。

事業内容
米国におけるリスク情報活用の手法や検査への応用につい
て、関係する海外機関の協力を仰ぎながら、我が国の原子
力規制検査制度におけるリスク情報の活用手法等について
検討を行います。
海外規制機関等との交流・調査等により規制情報を収集し、
検査の有効性の向上や原子力規制検査に係る具体的手法及
び制度運用の検討等を行います。
原子力規制検査の結果の集約や検査情報の共有を行うため、
原子力規制検査業務システムの運用・整備を行います。
検査官への意識・実態調査を実施し、課題の抽出や改善に
向けた検討を行い、運用の改善につなげます。

国の検査制度

原子力規制検査

検査の
運用改善

○評価手法の整備

〇検査業務システム

の運用

情報の活用

情報の活用

海
外
交
流
・
調
査
等

検
査
官
の
意
識
・

実
態
調
査

• 使用前事業者検査の実施状況確認
• 保安措置の実施状況確認
• 核物質防護措置の実施状況確認
• 定期事業者検査の実施状況確認
• 追加検査、特別検査



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

事故耐性燃料等の事故時挙動研究事業

東京電力福島第一原子力発電所事故では、核燃料と高温水蒸気との酸

化反応により熱及び水素が発生し、炉心溶融や水素爆発に至りました。

この教訓を踏まえて、既存の核燃料に比べて酸化反応が遅く、酸化に

よる熱及び水素が発生しにくい核燃料の開発が世界的に進められてお

り、それらは事故耐性燃料（ATF）と呼ばれています。

我が国においては、原子力事業者が、令和７年に少数量の予備的導入

を、また、令和12年以降に本格的導入を申請する意向を示しています。

ATFは、従来とは異なる被覆管材料を用いる新しい核燃料であるため、

審査においては、従来型核燃料と異なる挙動はないか、また、挙動が

異なる場合は、安全性に問題ないことが確認されているか等を規制側

として確認する必要があります。

予備的導入及び本格的導入の審査を遅滞なく進めるためには、審査に

必要な知見を速やかに取得する必要があります。

そこで、本事業では、核燃料を取り扱える試験施設や研究炉において、

ATFを用いて事故を模擬した試験等を実施して、従来型燃料との差異

等を調べ、得られる成果・知見をATFの審査に活用します。

また、本事業では、ATFでも起こり得て、かつ原子炉の安全性に影響

を与える懸念があるが、従来型核燃料を含め知見の蓄積が十分ではな

い事象について、合わせてデータを拡充します。

令和７年度要求額７．９億円（７．３億円）
システム安全研究部門

民間団体等
委託・請負

国

配管の破断などにより
冷却水が失われる事故を

模擬した燃料棒高温試験の様子

ATF等を対象とした
事故を模擬した条件での

試験の実施

試験データ拡充
事故等における挙動の
従来型燃料との差異
原子炉安全性への影響

ATFの審査に必要な知見を
取得し、申請に迅速に対応

現行の規制基準の妥当性を
確認し、より確かな規制の
実現に貢献

事故においてウラン燃料ペレットが
核燃料棒の外側に放出される事象を

示した模式図



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

高経年化技術評価・運転期間延長認可申請の審査等において、必要と
なる知見・技術等の抽出（戦略的に重要な研究を実施）

請負での調査や学会など
に参加し情報収集

上記を踏まえ、実施すべき研究及び技術調査の実施

実機材などの材料特性を
収集・分析・評価

評価手法等の技術的妥当性を検証し、
新たな評価手法の策定など、知見を整備

学会などで発表、論文、技術報
告書などの作成

高経年化技術評価・運転期間延長認可申請の審査に活用・反映

ケーブルの絶縁材
（①、⑤）

炉内構造物の
ステンレス鋼（②、⑤）

原子炉圧力容器（③、⑤）

主な対象機器及び材料（PWR)

冷却材ノズル等の低合金鋼
及び炭素鋼（⑤）

コンクリート構造物（⑤） １次冷却材管の
ステンレス鋼鋳鋼（④、⑤）

ケーブル（①、⑤）

○原子力規制委員会は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律」及び「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」に

基づき運転期間延長認可申請書の審査、事業者が実施する高経年化技術

評価に係る妥当性の確認を行います。また、令和7年度に脱炭素社会実現

に向けた電気事業法の改正に伴い、さらに原子力発電プラントの長期健

全性を確認することが重要となったことから、実機材料等を活用し、原

子力発電プラントの安全性を検証する必要がある。

○本事業では、発電所の安全性の低下を引き起こす可能性のある経年劣

化事象に着目しています。本事業の目的は、国内で廃止措置中の原子力

発電所等から、着目した経年劣化事象に係る実機材料を採取して試験・

分析を行い、既存の劣化評価手法の妥当性を検証するとともに、経年後

の機器の健全性に関する知見を蓄積することです。

これらの課題に取り組むため、以下を実施します。

① 電気・計装設備の健全性評価に係る研究

② 炉内構造物の健全性評価に係る研究

③ 原子炉圧力容器の健全性評価に係る研究

④ ステンレス鋼製機器の健全性評価に係る研究

⑤ 長期運転に伴う材料劣化の高経年化対策技術に係る継続的な情報収集

民間団体等
委託・請負

国

実機材料等を活用した経年劣化評価・検証事業
令和７年度要求額１５．２億円（１５．２億円）

システム安全研究部門

ケーブルの絶縁材
（①、⑤）

原子炉圧力容器（③、⑤）

主な対象機器及び材料（PWR)

冷却材ノズル等の低合金鋼
及び炭素鋼（⑤）

コンクリート構造物（⑤） １次冷却材管の
ステンレス鋼鋳鋼（⑤）

炉内構造物の
ステンレス鋼（②、④、⑤）



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

シビアアクシデント時の放射性物質放出に係る規制高度化研究事業

○東京電力（株）福島第一原子力発電所（1F)事故の調査・分析が進み、原

子炉格納容器のように非常に強い放射線のために人が近づけない場所につ

いても、ロボットによる調査等により状況が明らかになってきています。

特に原子炉圧力容器を支える構造物では、コンクリートが消失し鉄筋がむ

き出しになる状況が明らかとなり、安全上の懸念となっています。本事業

では、このような安全上の懸念を規制において解決するために必要な技術

的な知見を取得するための調査・研究を行います。

○１F事故の教訓を踏まえ、新規制基準では炉心損傷や格納容器破損への対

策を踏まえた設備が追加されたことによって、万が一環境へ放射性物質が

放出されるような事態に至るとしても、様々な緩和策が準備されています。

そのため、従来の非常に進展が早い事故シナリオだけを想定すると、周辺

公衆への過度な負担が発生することが考えられます。また、事故の緩和策

に応じて被ばく防止のための適切な防護措置も変化します。本事業では、

周辺公衆の健康への影響低減のために、防護措置の判断基準の見直しや実

効的な防護措置の枠組みを構築するための調査・研究を行います。

令和７年度要求額７．4億円（８．５億円）

1F事故の調査分析により得られた安全上の懸念を、現行規制へ取り入れるため

に必要な課題解決に取り組むとともに、現行規制で整備された事故対策を考慮

して防災における防護措置の検討に活用します。

○溶けた炉心の挙動や格納容器から原子炉建屋への水素漏えい等に関する技術

的な知見を蓄積し、シビアアクシデントに関する安全上の懸念を低減します。

○防護措置や事故進展等が線量等に及ぼす影響に係る知見によって、周辺公衆

の健康への影響を低減する効果的な防護措置を策定できます。

シビアアクシデント研究部門

民間団体等
委託・請負

国 出典）技術研究組合国際廃炉研究開発機構、東京電力ホールディングス株式会社、“東京電力
福島第一原子力発電所における事故の分析に係る検討会（第39回）資料１：1号機原子炉格納容
器内部調査の状況について“

1Fにおけるコンクリート構造物の消失の状況



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

東京電力福島第一原子力発電所事故の事象進展の解明に係る調査事業
令和７年度要求額２．９億円（新規）

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

民間団体等
委託・請負

国

試料に含まれている放射性物質の
種類から、炉心損傷・溶融進展時
の雰囲気条件を推定し、１Ｆ事故時
の事象進展を解明

階層ごとの放射性物質の分布を把
握することにより、放出経路を同定
し、汚染メカニズムを解明

原子炉建屋内の放射性物質の分布等の把握のイメージ

【目的】

○ 東京電力福島第一原子力発電所（1F）における現地調査等により、事故時の放
射性物質の放出経路及び原子炉建屋内の汚染のメカニズムを同定するとともに、

１F１号機で確認されたこれまで考えられてきた落下炉心による損傷と異なる
損傷のメカニズムを解明することにより、1F事故の事象進展の解明を進めます。

○ また、炉心溶融により事故初期に建屋滞留水に移行した放射性物質の移行状況
や状態の変化を捉えます。なお、分析したデータは、ALPS処理水の海洋放出

に係る原子力規制庁において実施する処理水の分析にも資するものです。

○ 調査事業より得られる知見は、今後の原子力規制の向上に資するとともに、廃
炉作業時のリスクの把握にも役立ちます。

【内容】

○ これまでに原子炉建屋内で採取した試料の分析結果から、1F2号機の原子炉建

屋に沈着した放射性物質の分布は階層ごとに傾向があることが示唆されていま
す。今後は、他の号機も含めて、号機ごと、建屋階層ごとの試料等の分析を行
い、放射性物質の分布を取得します。そして、得られた分析結果から放射性物
質による汚染のメカニズムを解明します。併せて、試料の取得が難しい箇所の
放射性物質の分布を推定します。

○ 1F1号機原子炉格納容器下部のコンクリートの損傷を引き起こしたメカニズム
の解明のために、実機を模擬したスケールや環境条件でのコンクリートの加熱

試験等を実施します。

○ ALPS処理水に安定的に含まれる核種（ヨウ素や炭素、γ線源核種等）に着目し

て、当該処理水の核種分析を継続して行います。

※Mo/Cs：Mo（モリブデン）とCs（セシウム）の比率

※0.1～１：Csの方が多い、1～10：Moの方が多い

10.1 10

※

【原子炉建屋内の放射性物質の分布等の調査・分析】

原子炉建屋壁面をふき取ったろ紙

得られた知見は、実用発電用原子炉の規制基準、審査等への反映、
1F実施計画の審査、検査等及び廃炉作業時のリスク把握に活用します。

放射性物資の分布に係る分析結果例

（2号機原子炉建屋）



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

放射線監視等交付金
令和７年度要求額９９．４億円（６０．２億円） 令和５年度補正 １４．０億円

監視情報課 放射線環境対策室

交付金

地方公共団体は原子力発電施設等の周辺における放射線の影響を調査するため、原子

力発電施設等周辺のリアルタイムによる空間放射線量率の測定及び空気中、水中その他の

環境における放射性物質の濃度変化の状況の調査を、平常時から緊急時に至るまでシーム

レスに実施します。

また、調査結果や変動要因の解明に関する調査研究を含めた周辺住民への安全性に関す

る情報提供を行い、緊急時においては住民の避難、屋内退避等の防護実施の判断に必要な

情報を提供します。

環境放射線モニタリングで得られる正確なデータは住民の安全確保に欠かせないもので

あり、国は地方公共団体に対して、僅かな変化も逃さない放射線監視体制を構築するため

に必要となる施設、設備及び備品を整備し、インフラを維持・管理するための財政支援を

行います。

令和７年度概算要求では、主に、福島第一原子力発電所事故（2011年3月）後に新たな

モニタリング体制の考え方に基づいて整備した資機材が設置から１０年以上が経過し電子

部品等の劣化や故障が生じている施設設備等の更新及び原子力発電施設等緊急時安全対策

交付金から移管された資機材の保守費（モニタリングポストの老朽化による更新や緊急時

モニタリング情報共有テレメータシステム等の改修費）による計上が必要です。

〇空間放射線量測定
放射線監視のためのテレメータシステムを配備し、原子力発電施設等
周辺の空間放射線量を常時、監視します。

データベースサーバ

集計・加工サーバ
データ転送サーバ

放射線監視施設

住民向け表示

モニタリングポスト

インターネット上での
公開

〇環境試料の放射能測定
原子力発電施設等の周辺で環境試料（土壌、雨水、海水、農産物、
海産物等）を採取し、放射性物質の測定・分析を行います。



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力災害医療実効性確保事業

【目的】

福島第一原子力発電所事故等の教訓から、被ばく医療及び内部被ばくに

係るバイオアッセイや染色体分析などの分野の専門的な人材の確保・育

成を行います。

具体的には、国内の原子力災害医療の中核を担う医療従事者等を育成す

るため、基幹高度被ばく医療支援センターにおける高度専門的な専門家

の確保育成を行い、原子力災害医療体制の長期的な維持を図ります。

また、地域の原子力災害拠点病院等における原子力災害医療の中核を担

う医療従事者を育成するため、高度被ばく医療支援センター及び原子力

災害医療・総合支援センターにおいて研修を行います。

原子力災害時に被ばく傷病者等の受け入れを担う高度被ばく医療支援セ

ンターにおける施設設備、資機材等の老朽化対策を行います。

【内容】

高度専門人材の確保育成、専門人材の育成（基幹センター）

・基幹センターを中核とした高度専門人材の確保・育成 等

地域における原子力災害医療体制の強化（５センター）

・中核人材研修等の実施、地域における被ばく医療人材の育成 等

高度被ばく医療支援センターの施設設備整備（６センター）

・専用研修施設及び緊急時の被ばく傷病者受け入れが可能な施設の整備

・老朽化設備の更新 等

令和７年度要求額２１．２億円（７．３億円） 令和５年度補正 １８．３億円

＜具体的な成果イメージ＞

○原子力災害医療高度専門人材の確保育成、地域における中核専門人

材の育成、高度被ばく医療支援センターの施設設備及び更新を実施し、

原子力災害医療体制の強化・維持を図ります。
（原子力災害医療体制の強化・維持）

放射線防護企画課

基幹高度被ばく医療支援センター

高度被ばく医療支援センター

原子力災害医療・総合支援センター

補 助

国 α線核種分析装置

基幹高度被ばく
医療支援センター

高度専門人材の確保、育成

高度被ばく
医療支援センター

原子力災害医療・
総合支援センター連携

専門人材派遣・育成支援

量子科学研究開発機構（QST）

QST、弘前大学、福島県立医科大学、
福井大学、広島大学、長崎大学

弘前大学、福島県立医科大学、
広島大学、長崎大学

原子力災害
拠点病院

各種支援 各種支援 各種支援

地域における中核専門人材の育成
原子力災害医療体制の強化に貢献

原子力災害
拠点病院

原子力災害
拠点病院

原子力災害医療体制の整備の強化・維持

原子力災害医療研修兼除染施設

ホールボディカウンタ等設備整備



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業

• 国内では原子炉に関する新しい技術・概念の導入が進められると見
込まれることから、将来の規制上の課題に対応するために、安全研

究を通して科学的・技術的知見を取得していく必要が生じています。

• 一方で、原子力規制委員会（NRA）のみでは、短期的な課題に加え
て、多様化する長期的な課題に対処していくことが困難になってい

ます。

• このため、知見を得るために長期間を要する研究や、規制への反映
まで時間を要する研究についてはNRAが自ら行うのではなく、補助

事業者に対して当該研究を実施するための補助を行うこととします。

• 具体的には、補助事業者が規制研究の深層にある基盤技術の開発や
他分野の新技術に関連した研究等、長期的かつ広範な分野に及ぶ課

題に対応した安全研究を実施し、高度かつ専門的な知見を獲得する

などして、将来課題に対処する基盤を構築してまいります。

• これにより、NRAは短期的課題に必要となる研究活動を優先して取
り組み、研究の重点化・効率化を促進するとともに、補助事業者は、

多様化する長期的課題に対処できる基盤を構築し、将来の規制課題

に対応したNRAの支援体制を強化します。

令和７年度要求額９．８億円（３．７億円）
技術基盤課

国

補助金（定額）
JAEA等の

民間団体等
○根拠法：特会法第85条第6項、同法施行令第51条第7項第4号

補助事業者が原子力規制研究を支える知識基盤の整備や基
盤技術の研究等を行い、将来の規制課題に対応した研究体
制の基盤を構築します。

②長期的課題に関する研究
（補助事業者が行う当該補助事業）

①短期的課題に関する研究
（NRAが行う事業）



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力規制高度化研究拠出金
令和７年度要求額2．８億円（２．7億円）

技術基盤課

OECD/NEA

IAEA

NRC

拠出金
国

○ 国外の機関との協定を活用して、国際共同研究事業を実施し、的確な規制判断

の根拠となる基盤技術を確立します。

プロジェクトを通じて実験的知見や規制情報に係る知見を取得

ﾍﾞﾙｷﾞｰ

米国

韓国

仏国

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ

独国

拠出金事業の
スキーム例

共通利用
試験装置

日本

ｽﾍﾟｲﾝ

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ

チェコ

スイス

ﾊﾝｶﾞﾘｰ

中国

• 評価手法の高度化に活用
• 規制基準、ガイドの策定・改定への活用
• 原子力規制の国際化、効率化に活用
• 規制課題の検討に活用

各研究事業への展開

●原子炉燃料体の安全性の評価：OECD2件

・事故時燃料冷却性安全評価

・通常運転時及び異常な過渡変化時燃料挙動

の評価に活用

●原子炉の安全性の評価：OECD1件、NRC1件

・プラント安全評価

・炉心損傷防止対策の有効性評価等に活用

●原子力火災防護：OECD1件

・火災防護や事象緩和策の検討に活用

●高経年化対策：OECD2件

・高経年化対策の妥当性評価

・長期運転プラントに係る金属材料の健全性

評価に活用

●リスク情報整備：OECD１件

・共通要因事象経験の国際共有

●シビアアクシデント（SA）対策：OECD１件、

NRC１件

・SAマネジメント等の評価

・プラントの事故時等の安全評価

・SA時安全性向上に活用

●規制情報：NRC1件

・新検査制度の定着及び運用の継続的な

改善及び人材育成

●火災リスク評価：OECD1件

・火災進展解析に関する知見を取得し、

火災リスク評価等に活用

●１F事故情報： OECD１件

・燃料デブリ解析への応用に適した解析

手法の決定等に活用

●人間信頼性解析： OECD１件

・人間信頼性評価等に活用

●核セキュリティ： OECD１件

・核セキュリティに係る規制課題の検討

等に活用

●SMR規制情報： IAEA１件

・SMRに係る規制課題の検討等に活用

●人材育成： OECD１件

・国際協力プロジェクト等の運営及び管理

を行い、プロジェクト等を主導する人材

を育成



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

国際原子力機関等拠出金

国際原子力機関（IAEA）及び経済協力開発機構原子力機関

（OECD/NEA）の事業を通じて、国際的な原子力安全の向上に貢献し、

また我が国の原子力安全の向上を図ります。

［IAEA］

IAEA安全基準の策定及び見直し等に関する事業

質が高く効率的なIAEA安全基準等の策定及び見直しのために、検討会

合の実施、最新の知見の収集整理及び得られた知見の安全基準等への

反映作業を行います。また、必要に応じて情報共有等を行う国際会合

を開催します。

諸外国の規制基盤整備・強化のための協力

アジア地域を中心とした諸外国の規制基盤を整備及び強化するため、

東京電力福島第一原子力発電所事故の経験及び教訓並びに今後の課題

を含め、世界の原子力規制の最新動向等の情報を共有します。

原子力安全規制評価事業

法制度及び組織等を含む我が国原子力安全規制の枠組み及び規制活動

に対するレビューミッションを受け入れます。

[OECD/NEA] 

OECD/NEA拠出金

原子力施設に関する安全規制等に関連する活動に積極的に参画し、我

が国の原子力規制の向上に有益な各種情報収集を行います。また、東

京電力福島第一原子力発電所事故の教訓等を踏まえ、我が国が取り組

んでいる新しい規制基準に係る取組状況等に関する情報を国際的に発

信及び共有することで世界の原子力規制の向上に繋げます。

令和７年度要求額３．７億円（３．０億円）

安全基準の策定及び見直し等に関する事業

原子力安全規制評価事業

総務課国際室

各国際機関
拠出金

国

IAEA安全基準等の策定及び見直しへ
の拠出を通して国際的な原子力安全
の向上に貢献

IAEA安全基準文書一覧

継続的に国際的評価を受けることで、国内
外の理解醸成と原子力規制の更なる向上を
目指します

レビューミッション受入れレビューミッション報告書

令和5年度は、17件の安全基準等文書
を策定又は見直し

2016年実施のIRRSミッションでなされた
13の勧告及び13の提言に対して、法令改
正を含め対応



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

国際原子力発電安全協力推進事業

○ 東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓として、「東京電力福島

原子力発電所における事故調査・検証委員会 最終報告書」の中では、

事故から得られた知見と教訓を国際社会に発信していく必要がある

こと、国際機関・外国規制当局との積極的交流を図ること、海外の

規制機関等の動向を把握し、規制活動に資する知見を継続的に獲得

することが必要であること等が提言されています。

○ これら提言に基づき以下の活動を行い、我が国の原子力規制の継続

的改善につなげます。

○ 諸外国原子力規制機関との協力を進め、継続的に二国間・多国間の

枠組みを通して、原子力規制に関する情報収集・発信及び意見交換

等を行うとともに、諸外国原子力規制機関との人的交流を図ります。

これらにより原子力規制庁職員の技術基盤構築、及び、諸外国原子

力規制機関が有する知見・最新の動向等の情報収集を踏まえた国内

の原子力規制の継続的改善を図ると共に、我が国の知見・経験を諸

外国原子力規制機関と共有し、世界の原子力規制の向上に貢献しま

す。

○ 海外の原子力規制にかかる最新情報を収集し、規制活動に資する知

識基盤の強化を行う。

令和７年度要求額１．０億円（１．０億円）
総務課国際室

民間団体等
請負

国

諸外国原子力規制機関との規制情報交換等

原子力規制情報の収集及び知識基盤の強化

我が国の原子力規制の継続的改善
原子力規制庁職員の知識・経験・能力の向上
世界の国々の原子力規制の向上に貢献しつつ、原子力
規制機関の交流基盤を構築

諸外国原子力規制機関との規制情報交換等を通
じた情報収集・発信

○多国間の枠組み

・国際原子力規制者会議(INRA）
・西欧原子力規制者会議(WENRA）
など

○二国間等の枠組み

・日米、日仏、日英等の二国間情報交換会合や人材交流

・日中韓原子力安全上級規制者会合(TRM)



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業

【目的】

〇原子力施設において、緊急事態が発生した場合には、住民の安全確保等

の応急対策を迅速に講じる必要があることから、国、自治体、原子力事

業者等が迅速かつ的確に情報を収集・共有を行うために、緊急時対策

拠点の通信設備等の整備維持管理を行うとともに、より強化を図ります。

令和７年度要求額６５．１億円（４１．６億円） 令和５年度補正 １３．４億円
総務課情報システム室

民間団体
請負

国

テレビ会議システム

情報通信設備

ファクシミリ、複合機 ＰＣ 電話

ネットワーク回線網 データセンター

衛星回線 地上回線（冗長化） ２つのデータセンターで運用

統合原子力防災ネットワークで整備する主な機器
○本事業により、緊急時
対応における情報共有を
迅速に実施可能。緊急時
対応のため、本システム
では、セキュリティ及び
可用性を最重視します。

【令和７年度事業における主なポイント】

・統合原子力防災ネットワークシステムの更改に伴う現行システムから

次期システムへの移行（第３次（現行）、第4次（次期）システムの
並行運用）

・令和４年度補正（令和５年度に繰越）にて調達した次期システムの一

部機器に係る保守

・次期システム更改に係る工程管理支援

・現行システム運用に係る衛星機器関連の更新

・気象情報提供システムの更新

・防災DXに係る調達支援業務
・立川広域防災基地への統合原子力防災ネットワーク機器等設置業務

【内容】

〇緊急時の対策拠点となる官邸、原子力規制庁緊急時対応センター（ERC）
現地対策本部の拠点となるオフサイトセンター（OFC）、プラント情報
の収集等を行う緊急時対策支援システム（ERSS）等の通信設備（統合原
子力防災ネットワーク）の整備維持管理及びその強化を図ります。

※他省庁の防災基盤システム

連携についても進めます。

統合原子力防災ネットワークシステムの構成統合原子力防災ネットワークシステムの構成
※統合原子力防災ネットワークシステムの整備は赤で表記※統合原子力防災ネットワークシステムの整備は赤で表記



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

放射線監視体制整備強化事業
令和７年度要求額１７．４億円（９．９億円） 令和５年度補正 ０．７億円

監視情報課、情報システム室

事業者
請負

国

＜事業の背景＞

○ 原子力災害対策指針では、原子力災害が発生した場合には、空間放射線量率等に

基づき防護措置（避難等）を行う事としており、空間放射線量率等の迅速な把握の

ため、国、地方公共団体等が連携して、緊急時モニタリングを実施します。

○ また、国は、緊急時モニタリング結果の集約及び迅速な共有のための仕組みを整

備し、緊急時モニタリング結果を分かりやすく公表することとしています。

＜事業の内容＞

○ 緊急時に備え、緊急時モニタリングの実施に必要な機能を集約した緊急時モニタ

リングセンター（EMC）等の体制の整備・維持（資機材等の維持・管理等を含

む）を行います。

○ 緊急時モニタリングを含む環境放射線モニタリングの結果の集約・共有・公表を

効率的に実施できる情報システムの維持管理を行います。

○ 放射線モニタリング情報共有・公表システムの次期システムは、これまで地方自

治体が各々独自に調達・管理していた、データ処理・収集のためのサーバを統合し、

クラウド環境に移行することで、コストを削減しつつ災害に強い高品質なシステム

として整備します。

可搬型モニタ
リングポスト

走行サー
ベイ

サーベイ
メータ

テ
レ
メ
ー
タ

等

モニタリン
グポスト

緊急時モニタ
リングセンタ

ー等
現地拠点

官邸 原子力規制庁
緊急時対応セ
ンター

放射線モニタリング
情報共有・公表システム

緊急時防護措置の意思決定に活用

情
報

共
有

情
報

共
有

一般公表

内閣府防災
システム

データ連携

（R6年度より）



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力の安全研究体制の充実・強化事業
令和７年度要求額 ６．０億円（５．４億円）

技術基盤課

• 原子力規制委員会では、研究機関や大学等、外部へ
の委託・請負を中心に安全研究を行っているため、

研究職員が携わる内容が制限されることや研究ノウ

ハウが蓄積されにくいこと等の課題があります。

• そこで、原子力規制に必要な知見の整備及び研究職
員の人材育成により研究体制の充実化を図るため、

研究の在り方を見直し、技術支援機関（ＴＳＯ）で

ある日本原子力研究開発機構等との連携を強化する

など共同研究体制の充実・強化を図り、審査・検査

等の規制ニーズに機動的に対応した安全研究の実施、

研究職員の研究ノウハウの蓄積を行います。

民間団体等
請負

国

＜主な研究テーマ＞

共同研究協定を
締結

研究の成果

共同で研究

＜共同研究のプロセス＞

実験・検証・解析

アウトカム

• 今後の原子力規制を支え
る高度な研究能力を持っ
た職員の育成

• 審査・検査等の規制ニー
ズに対応した知見やデー
タの提供

地震・津波及びその他の外部事象等に係る施設・設備の
フラジリティ評価に関する研究

振動台の上に試験体を乗せ
衝撃力に相当する振動を与える

設備がどの程度の衝撃力で
損傷するかを調べる

飛翔体の衝突に対する設備の
健全性の確認に資する

試験体

振動台

試験体

衝撃力



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

核物質防護検査体制の充実・強化事業

【目的】

本事業は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所のテロ対策

（核物質防護）不備事案を契機とし、原子力施設の核物質

防護の徹底が社会的要請となっていることを踏まえた核物

質防護検査の抜本的強化を目的としています。

【内容】

・高機密性情報ネットワークシステムの運用

原子力施設の核物質防護の徹底が社会的要請となって

いることを踏まえ、現場の検査官が映像、位置情報等を

活用しながら広大な原子力施設内を同時多面的に検査し、

その検査情報を本庁舎及び原子力規制事務所等の検査官

がリアルタイムで評価する高度な原子力規制検査を行い

ます。また、核物質防護等に係る機密性の高い情報を同

システム内で作成・保存し、厳重に防護対策を講じます。

この実現のため、令和７年度は、令和4年度に構築し

た高機密性情報 ネットワークシステムに係る運用保守

等を、令和6年度に引き続き実施します。

令和７年度要求額３．７億円（２．５億円）
核セキュリティ部門、情報システム室

民間企業等
請負

国



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

審査業務フロー改善に資する事業

○ 令和５年５月に成立したＧＸ脱炭素電源法について、国会審議の結果、

同法の附則及び衆参両院の附帯決議に、原子力規制委員会が行う審査につ

いて「効率化」を求める旨が明記されました。

○ 原子力規制庁は、事業者との関係を除いた、審査業務フロー改善に一層

取り組むため、以下の事業を実施します。

① 審査関連データベースの整備・充実

○ 実用発電用原子炉に係る適合性審査では、過去の許認可申請書を随

時参照することから、利便性確保のため、データベースを整備してい

ます。

○ 令和７年度は、申請書データベースに加工施設、試験研究炉施設、

使用施設等のデータベースを追加するとともに、実用発電用原子炉に

ついて、申請書の内容を補足説明する資料、審査書をデータベースに

追加するための改修を実施します。

○ これにより、審査のみならず、許認可した内容を現場確認する原子

力規制検査にも活用し、原子力規制全体の業務効率化を図ります。

② 審査業務（ロジスティクス業務）の支援

○ 職員が審査業務のサブスタンスに専念できるよう、ロジスティクス

業務を支援する業務を行います。

令和７年度要求額１．６億円（０．７億円）
原子力規制企画課

民間団体等
請負

国

② 審査業務（ロジスティクス業務）の支援

主な対象業務

申請書DB

申請書DB

審査書(紙資料)

補足説明資料
DB

審査書DB

(実用炉、
再処理)

(実用炉、再処理
、加工、試験研究
炉、使用等)

① 審査関連データベースの整備・充実

各種会合の設営等パブコメ整理申請書等ＨＰ掲載 DBの資料入力

補足説明資料(紙資料)



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力施設関係申請等のオンライン化整備事業

【背景】

○ デジタル社会の実現に向けた重点計画（令和5年6月9日閣議決定）おい

て、「法令に基づく国に対する申請等及び国に対する申請等に基づく

処分通知等については、オンライン化することが適当でない手続又は

費用対効果が見合わない手続を除き、各府省庁は、速やかにオンライ

ン化の実現に取り組む。」とされています。

【目的】

○ 原子力規制委員会は、原子炉等規制法及び原災法に基づくすべての行

政手続（ただし、核物質防護等の事情によりオンライン化が不適当な

手続を除く。）について、令和７年末までにオンライン化を実現し、

申請者側も含めた、審査・検査に係る業務の効率化を目指します。

【内容】

○ 原子炉等規制法及び原災法に基づく行政手続のオンライン化を進める

にあたり、e-Gov電子申請を利活用したオンライン申請窓口の整備を行

います。

令和７年度要求額０．３億円（０．１億円）

民間団体
請負

国

オンライン化のイメージオンライン化のイメージ

総務課情報システム室

電力事業者など電力事業者など

申請・届出申請・届出

e-Gov電子申請

処分通知処分通知

クラウドサービスクラウドサービス

審査

検査

申請・届出申請・届出

処分通知処分通知

※ 膨大な資料を、紙媒体で持ち込まず、オンラインで申請し、審査、検査の効
率化を図ります。


